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東京・東北電力管内における電気事業法第２７条の適用 

に当たっての制限緩和措置の考え方（平成２３年夏季） 

 

平成２３年夏期、東京・東北電力管内における大口需要家については、原則、

前年の使用最大電力の値の１５％削減した値を使用電力の上限とし、例外とし

て以下の制限緩和措置を講じた。 

 

（１）生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備 

①医療関係 

 医療施設：削減率０％ 

 使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医薬品・医療機

器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業：削減率０％ 

②老人福祉・介護関係 

 使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、

介護保険施設、障害児（者）福祉施設等：削減率０％ 

③衛生・公衆安全関係 

 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金により地方公共団体が実施する

坑排水処理事業：削減率０％ 

 上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場（調整池を有さない

ものに限る）：削減率５％ 

 産業廃棄物処理施設（焼却処理施設に限り、当該施設が主要施設であ

る場合に限る）：削減率５％ 

 火葬場：削減率１０％ 

 と畜場：削減率１０％ 

 

（２）安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備 

 ①２４時間・３６５日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備 

 情報処理システムに係る需要設備（例：データセンター、金融機関、

航空、通信関係のシステム）：削減率（変動幅に連動） 

 クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備：削減率（変動幅に連

動） 

※電力使用の変動幅と削減率 

        変動幅１０％未満：削減率０％ 



           １０％以上１５％未満：削減率５％ 

           １５％以上２０％未満：削減率１０％ 

 

 ②人流・物流等への影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備 

   ⅰ）交通関係  

 鉄道一般 １２時～１５時：削減率１５％、その他の時間帯：削減率

０％ 

 東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル：削減率０％ 

 ローカル路線 片道３本／時：削減率０％、片道４，５本／時：削減

率５％（９時～１２時、１５時～２０時は０％） 

   ⅱ）航空関係 

 航空保安施設：削減率５％ 

 空港ターミナルビル：削減率５％ 

   ⅲ）物流関係 

 定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料

卸売業：削減率５％ 

 中央・地方卸売市場：削減率５％ 

 港湾運送等に係る需要設備：削減率５％ 

   ⅳ）宿泊関係 

 ホテル・旅館：削減率１０％ 

   ⅴ）エネルギー供給関係 

 発電のためのガス供給等に係る需要設備：削減率０％ 

 発電所等に送水する工業用水：削減率５％ 

   ⅵ）その他 

 一般紙の夕刊印刷工場 １２時～１５時：削減率０％、その他の時間

帯：削減率１５％ 

 夕刊紙の印刷工場 １０時～１２時：削減率０％、その他の時間帯：

削減率１５％ 

     

（３）その他 

 一括受電マンション等：契約電力上限 

 平成２３年３月１１日以降、今夏の電力使用抑制のために東京・東北電力

管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考

慮 

 設備の検査等により基準期間・時間帯の使用最大電力の値が契約電力に比

して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置 


